
利用契約書及び重要事項説明書

指定訪問リハビリテーション ロイヤルケアセンター
介護予防訪間リハビリテーション ロイヤルケアセンター



名称 社会福祉法人 愛心会

所在地 徳島県小松島市中田町新開58

代表者名 桝圏 勝仁

電話番号 0885-33-2040

麟聞 lプノ亀ピリテ…シヨンロ介冬予麟訪闘Iル ビヽリテーション

菫襄事壌議畷警

1 者 人)働

盟.訪聞麟リノヽビリテーションを提供する事業所
①サービス事業所の概要

所の

日 び営

3.サービスの内容
理学療法士や作業療法士がご自宅を訪問し、利用者の日常生活がより活動的なも

のとなるように、利用者に適した訓練プログラムの評価・実施、利用者家族への助言・

指導を医師の指示に基づき行います。

名称
指定訪問リハビリテーション ロイヤルケアセンター

介護予防訪問リハビ
｀
リテーション ロイヤルケアセンター

所在地 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄池ノ上55二 1

電話番号 0884-24-8828

サービス提供地域 阿南市、小松島市

人数 常勤 非常勤 業務内容

管理者 (兼務 ) 0 管理業務・機能訓練

PTtt OT(:兼 1矛努) 1名 以上 1名 以上 0 機能訓練

営業日 月曜日～土曜日

営業時間 午前9時～午後5時

体業日 日曜 日

従業者の職種



第11条 利用者負担額の滞線
1.利用者が正当な理由なく利用者負担額を1月 以上滞納した場合は、事業者は、1月 間
の期間を定めて、契約を解除する旨の催告をすることができます。

2.前項の催告をした際は、事業者は、利用者の居宅サービス計画を作成した、居宅介護

支援事業者籠地域包括支援事業所と、利用者の日常生活を維持する見地から居宅サー

ビス計画の変更、介護保険外の公的サービスの利用について必要な協議を行うものと

します。

3.事業者は、前項に定める協議を行い、かつ利用者が第1項に定める期間内に滞納額

の支払いをしなかつた場合には、この契約を文書により解除することができます。

4`事業者は、前項の規定により解除に至るまでは、滞納を理由として訪聞リハビリテーシ

ョンサービスの提供を拒むものではありません。

第12条守秘頷務

事業者は、正当な理由がない限り、業務上知り得た利用者及びその家族に関する事項

は第二者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。

第13条利用者の解除権

利用者は、7日間以上の予告期間をもっていつでもこの契約を解除することができます。

第14条事業者の解除権
1.事業者は、利用者が法令違反又はサービス提供を阻害する行為を行い、事業者の再

三の申し入れにも関わらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達する

ことが困難になつた際は、30日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することが

できます。

2.事業者は、前項によりこの契約を解除する場合は、前もって、主治医、利用者の居宅

サービス計画を作成した居宅介護支援事業者・地域包括支援事業所、公的機関等と協

議し、必要な援助を行います。

鶴15条契約の終了
次に揚げるいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。

①利用者が要介護(要支援)認定を受けられなかつたとき。

②第2条により、利用者から利用終了の申し出があつたとき。

③利用者が介護保険施設や医療施設等へ長期入所又は長期入院等をしたとき。

④利用者が死亡したとき。

第16条損害賠饉
1.事業者|ま、訪聞リハビリテーションサービスの提供にあたつて、事故が発生した場合

には、利用者及びその家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

2,前項において、事故により利用者またはその家族の生命、身体、財産に損害が発生

した場合は、事業者は速やかにその損害を補償します。但し、事業者に故意
属過失が

ない場合はこの限りではありません。

第17条協馘事項

この契約に定めない事項については、介護保険法等の関係法令に従
い、利用者

と事業者の協議により定めます。



4.利用料
/\cl ン 1 2害1

921円 /回307円 /回 614円 /回訪間り′ヽビリテーション費

(20分間リハビリテーションを行つた場合 |こつき)

600円 /国200円 ./′日 400円 /日短期集中リハビリテーション加算

(退院 (所)日又は初回認定日から3月 以内)

360円 /月 540円 /月180円 /月

訪間リハビリテーションマネジメント加算(詢 イ

①事業所の医師が理学療法等に対し、リハビリの目的に加えて

(a)開始前または実施中の留意事項(b)やむを得ず中止する際の

基準(c)リハビリテーションにおける利用者の負担等のうちいず

れか1以上の指示を行う②①の指示を行つた医師または指示

を受けた理学療法士等が、指示の内容が①に掲げる基準に適

合することを明確に記録 ③リハビリ会議を開催し、利用者の状 |

況等に関する情報を共有し会議の内容を記録 ④訪間リハビリ|

計画の作成に関与した理学療法士等が利用者または家族に |
説明し、利用者の同意を得るとともに、説明の内容等を医師へ |

報告 ⑤3月 に1回以上リハビリ会議を開催し、利用者の状態

変化に応じて訪間リハビリ計画を見直す。リハビリ会議は利用

者の了解を得た上で(テレビ会議等の対面を伴わない方法で

も可 ⑥理学療法士等がケアマネジャーヘ、利用者の有する

能力、自立に必要な支援および日常生活上の留意点について

情報を提供 ⑦理学療法士等が他居宅サービスの従業者と利

用者宅を訪問し、従業者または利用者の家族へ介護の工夫や

日常生活上の留意点に関する助

426円 /月 639円 /月213円 /月

訪聞り′ヽビリテ・―ションマネジメント加欝1仏)口

①(A)イを満たす ②利用者ごとの訪間リハビリ計画書等の内容

等を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたり当

該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施に必要

な情報を活用

1350円 /月450円 /月 900円 /月

テーションマネジメント加纂(B)イ

①(A)イ①～③・⑤～②を満たす ②訪問リハビリ計画について

事業所の医師が利用者または家族に説明し、利用者の同意を

り′

得る

966円 /月 1449円 /月483円 /月
①(B)イを満たす ②利用者ごとの訪聞リハビリ計画書等の内容

等を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたり当

該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施に必要

ンマ―シリ 回′ヽ
.ヨ ジネ トメン ,加算(B)ア訪間

な情報を活用

‐150円 /回‐50円 /回 ‐100円 /回
間リハ計画診鑽未実施減算

事業所の医師がり小ビリテーション計画の作成に係る診療を

行 なかつた場合。|

18円 /回6円 /回 12円/回訪間リハビリテーションを直接提供する理学療法士等のうち、勤

続年数7年以上の者が1人以上

加算 (I)ス提供

3円/回 6円 /回 9円 /回訪間り′ヽビリテーションを直接提供する理学療法士等のうち、勤

続年数3年以上の者が1人以上

サービ 体制強{L加纂 (Ⅲ )



1割    2割    3割

②介護予防リハビリテーション

“サービスの実施に必要な居宅の水道・ガス・電気口電話等の費用は、利用者の負担となります。
口介護保険の給付を超えた利用料につきましては、金額自己負担となります。

3.個人蠅報の保護
事業者は、正当な理由がない限り、業務上知り得た利用者及びその家族に関する事項

は第二者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。

移行支援カロ算

①訪間リハビリテーション提供終了者のうち、通所介護、通所リハ
ビリテーション、認知症対応型通所介護、通所事業その他社会

参加に資する取り組みを実施した者の割合が5%超 ②訪間リ
ハビリテーション提供終了日から起算して14日 以降44日 以内
に理学療法士等が電話等により通所介護等の実施が居宅訪

問等の日から起算して3カ月以上継続する見込みを確認し記録

③12月 を利用者の平均利用月数で除した数が25%以上 ④
リハビリテーション終了者が通所介護等の事業所へ移行するに

あたり、利用者の1ル ビヽリ計画書を移行先の事業所へ提供

17円/日 34円 /日 51円/日

鴨剛地域訪聞 Iジ ′ヽビリテーション加算 所定単位数鋼 5%を加算
中曲聞地域等における小規模事業所加算 位数の10%を (30回以下/月 )
中山聞地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単 の5%を加算
新鞣 国ナライルス感染症対策への特例的な評価
202¶ 年9月 末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする

介巡予防訪間リノヽビリテーション費

(20分間リハビリテーションを行つた場合につき)
307円 /回 614円 /回 921円 /回

短蠅難 EIコリ′ヽビリテーション加纂

(退院 (所 )日又は初回認定日から3月 以内)
200円 /日 400円 /日 600円 /日

訪闘り′ヽ計画診癬未実施猾算

事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を

行わなかつた場合。

-50円/回 …100円 /回 ‐150円 /回

利用開始月から超纂して12月 を超えた期間に介護予防訪間

り′ヽビリテーションを行つた蠅合
‐5円 /回 ‐10円 /回 ‐15円 /回

サービス提供体制翻 L加纂 (1)

訪間リハビリテーションを直接提供する理学療法士等のうち、勤

続年数7年以上の者が1人以上

6円 /回 12円 /回 18円 /回

サービス提供体制強化加纂 (Ⅲ )

訪問リハビリテーションを直接提供する理学療法士等のうち、勤

続年数3年以上の者が1人以上

3円 /回 6円 /回 9円 /回

率業所評価加算 1月につき120単位を加算
①評価対象期間における予防訪間リハビリテーション事業所の

利用実人員数が10人以上

②(要支援状態の区分の維持者数十改善者数 X2)÷ (評価対象
期間内に要介護度の更新コ変更認定を受けた者の数)≧ 0.7

120円 /月 240円 /月 360円 /月

簿別地域訪間リノヽビリテーション加欝 所定単位数の15%を加算 |

中曲聞地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10%を加算 (10回 以下/月 )
中山聞地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算
新蜘 自ナウイルス感染症対策への特倒的な評価

2021年 9月 末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする



6.個人情報の利用
事業者は、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払つてい

ます。あらかじめ利用者の同意を得ないで、必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うこと

は致しません。個人情報の取り扱いについてお気付きの点がございましたら、下記の相談

窓回までお申し出ください。

護利用者への訪間リハビリテーションサービスに必要な利用目的】

1.事業所内での利用目的

①当事業所が利用者等に介護サービスを行う

②介護保険事務

③介護保険サービスの利用に係る当事業所の管理業務のうち、利用開始
口停上の管

理、会計管理、当該利用者への介護サービスの向上
8事故等の報告

④事業所内での申じ送り、カンファレンス

2.他の事業所への情報提供に伴う目的

①当事業所が利用者に提供する介護サービスのうち

4)利用者に提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者=地域包橋

事業者との連携 (サービス担当者会議等)・ 照会への回答

2)利用者の診療等にあたり、外部の医師等の意見
口助言を求める場合

3)家族等への心身の状況説明

②介護保険事務のうち

1)保険事務の委託口審査支払機関へのレセプトの提出

2)審査支払機関又は保険者からの照会への回答

③損害賠償保険に係る保険会社への相談又は届出等

腱上記以外の利用目的】

1.当事業所内での利用に係る目的

①介護サービス業務の維持、改善のための基礎資料

②当事業所において行われる学生の実習への協力

③当事業所において行われる事例研究発表

2、 他の事業所等への情報提供に係る利用目的

①外部監査期間への情報提供

②他事業所において行われる事例研究発表

個人情報につしヽての相談窓回

担当者 大林 大輔

受付時間 午前8時30分～午後5時30分

電話番号   0884-24-8828

7.介護保険の改正

国が定める介護給付費 (介護報酬)の改定があつた場合、訪問リ
ハビリテーションの料

金体系は、国が定める介護給付費(介護報酬)に準拠するものとします。



担当者 大林 大輔

受付時間 午前8時30分～午後5時30分

電話番号 0884-24-8828

8.サービス内容に関する苦購等相談窓園
1.当事業所における苦情やご相談の受付窓回は以下の通りです。

2.市町村の苦1青菫相談窓回

市町村名 小松島市

担当部署 小松島市役所 介護保険課

電話番号 0885-32-3507

3′ 徳島県国民健康保険団体連合会 088-665-7205

9.緊急時における対応方法
サービス提供中に症状などの急変があつた場合は、速やかに利用者の主治医、救急

隊、緊急連絡先(ご家族等)、 居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等ヘ

連絡します。

主治医 病院名

所在地

氏名

電話番号

緊 急

連絡先

(家族等)

住所

氏名 (続柄

電話番号

市町村名 阿南市

担当部署 阿南市役所 介護口ながいき課

電話番号 0884-22-1793



指定訪聞リハビリテーションロイヤルケアセンター・介護予防訪間リハビリテーションロイヤルケアセ

ンターを利用するに当たり、訪間リハビリテーションロ介護予防訪問リハビリテーション契約書及び重要

事項説明書に関して担当者による説明を受け、これらを十分理解した上で諸事項に同意して契約致し

ます。

以上の契約の証として本契約書を2通作成し、利用者及び利用代理人、事業者は次に署名“捺印の

上、各自その1通を保有します。

附員嘔

この契約書及び重要事項説明書は、平成24年 10月 1日 から施行します。

平成26年 4月 1日 、内容一部改定。

平成27年4月 1日 、内容一部改定。

平成30年 4月 1日 、内容一部改定。

平成31年 4月 1日 、内容一部改定。

令和1年10月 1日 、内容一部改定。

令和1年 12月 16日 、内容一部改定。

令和2年 6月 1日 、内容一部改定。

令和3年4月 1日 、内容一部改定。

年   月   日

【利用者穏   住所

氏名 印

雛利用者代理人機住所

氏名 印

所在地

事業者名

徳島県阿南市ツ 浦町中庄池ノ上55-1

社会福祉法人 愛心会
指定訪間:ル ビヽリテーシヨン国イヤルケアセンター
介護予防訪間リハ跡Jテーションロイヤルケアセンター

印

艦事業者機

説明者

契綺警旗が重要事壌絋鴫書署艦欄


